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はじめに

長い歴史を持つ小田原は、神奈川県西部における産業・交通・経済・文化の中心都市とし

て発展してきました。

その中で、史
し せ き

跡小
お だ わ ら

田原城
じょうあと

跡は、小田原のシンボルであり、市民の心の拠りどころにもなっ

ています。

小田原城の始まりは、15 世紀中頃の大
おおもり

森氏の築城と言われています。その後、戦国時代

の北条早雲こと伊
い

勢
せ

宗
そう

瑞
ずい

から五代に及ぶ戦国大名北条氏は、約 100 年にわたって小田原城

を本拠地とし、関東一円に勢力を及ぼしました。北条氏時代の小田原城は、その最盛期に

豊
とよとみ

臣秀
ひでよし

吉との「小田原合戦」に備えた周囲 9km に及ぶ長大な総
そうがまえ

構を巡らした、当時の我が国

最大級の城
じょう

郭
かく

となりました。北条氏が豊臣秀吉に敗れた後、小田原城は徳
とくがわいえやす

川家康の支配下

となり、江戸時代には、江戸城の西の守りの要としての役目を果たし、大
おお

久
く

保
ぼ

氏など江戸幕

府の幕閣クラスの譜
ふ

代
だい

大名が城主を務め、明治 3 年（1870）に廃
はいじょう

城となりました。

こうした歴史を持つ小田原城跡は、日本城郭史の上からも貴重なものであり、その遺
い

構
こう

は、今日でも良好な状態を保っていて、昭和 13 年（1938）にはその主要部が国の史跡に指定

されました。

本保存活用計画は、この貴重な文化遺産である史跡小田原城跡の価値を次代に確実に守

り伝えるために、史跡の現状を把握し、その価値を明らかにした上で、今後の保存・活用・整

備などについて基本的な考え方を取りまとめたものです。

本計画の作成に当たりましては、史跡小田原城跡調査・整備委員会の委員の方々や史跡

小田原城跡保存活用計画策定部会の部会員の方々をはじめ、文化庁、神奈川県教育委員会

のほか、多くの方々の御指導、御協力をいただきました。ここに感謝を申し上げる次第で

す。

2021 年（令和 3）3 月 31 日

小田原市教育委員会

教育長　栁下　正祐
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例　言

１　本計画は、神奈川県小田原市に所在する、史跡小田原城跡の保存活用計画である。

２　本計画は、平成 30 年度から 3 箇年にわたる国庫補助事業「史跡小田原城跡　史跡等

保存活用計画策定事業」でとりまとめた成果である。

３　本計画は、史跡小田原城跡を包括した保存活用計画であり、先行して小田原市が発行

した以下の計画等の成果を集約し、統合したものである。

『史跡小田原城址保存管理計画策定報告書』 昭和 51 年（1976）策定

『史跡小田原城跡保存管理計画策定報告書（二） 小田原城八幡山遺構群』 昭和 55 年（1980）策定

『史跡小田原城跡整備の理念と方針』 昭和 57 年（1982）策定

『史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想』 平成  5 年（1993）策定

『史跡小田原城跡八幡山古郭・総構保存管理計画策定報告書』 平成 22 年（2010）策定

４　本計画は、平成 30 年（2018）6 月 26 日に小田原市教育委員会より「史跡小田原城跡調査・

整備委員会」が諮問を受け、それに答申する形で策定された。

５　本計画は、小田原市文化部文化財課史跡整備係が素案を作成し、「史跡小田原城跡調

査・整備委員会」（小和田哲男委員長）のもとに設置した「史跡小田原城跡保存活用

計画策定部会」（伊藤正義部会長）での協議・検討を経て、パブリックコメント等も参

考にして策定した。

６　本計画の策定にあたり、文化庁及び神奈川県教育委員会の指導・助言を得た。

７　本計画の編集にあたり、（株）イビソクに支援業務を委託した。

８　史跡指定地図の作成は、株式会社城山測量設計に委託した。

９　史跡指定地図の作成にあたり、下記の図面データの提供を受けた。

「都市計画図」（平成 30 年 3 月作成） 小田原市都市部都市計画課

「地番図」（平成 30 年 1月 1日時点データ） 小田原市総務部資産税課

10　用語については、以下の用例と歴史教科書に基づき、主なものには「用語注記事項」

を示した。

林　衡等 （1972） 『新編　相模国風土記稿』第二集　名著出版

小田原市 （1995） 『小田原市史　別編　城郭』

小田原市 （1998） 『小田原市史　通史編　原始 古代 中世』

小田原市 （1999） 『小田原市史　通史編　近世』

小田原市 （2001） 『小田原市史　通史編　近現代』

小田原市教育委員会（2010） 『史跡小田原城跡八幡山古郭・総構保存管理計画策定報告書』

11　絵図・写真等については、掲載箇所にそれぞれの提供元を示した。

12　本計画策定に用いた資料は、小田原市文化部文化財課が保管している。

13　本計画に掲載している絵図・写真等の無断使用を禁じる。
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用語注記事項

【歴史的用語】

■小田原城跡 （おだわらじょうあと）

戦国時代末に築かれた、総延長 9 ㎞の「総構」の中に囲まれた地域を「小田原城跡」と呼んでいる。本丸・

二の丸地区など城郭施設のある場所や、それを囲む武家屋敷、町人地、寺社地、宿場町（小田原宿）など幕

末に林衡によって編纂された『新編相模國風土記稿』（林 1841）に記載される 19 町１村の範囲であり、東

西 3 ㎞・南北約 2 ㎞の範囲を本計画では「小田原城跡」として扱っている。面積は約 400 ㏊（万㎡）である。

■ 「小田原攻め」 と 「小田原合戦」 （「おだわらぜめ」 と 「おだわらかっせん」）

天正 18 年（1590）年 3 月末～ 7 月初旬に起きた、当時の全国の大名を動員した豊臣秀吉率いる豊臣方と

北条氏
うじまさ

政・氏
うじなお

直率いる北条方の戦（小田原城包囲戦）。結果は、北条方の降伏・開城で幕を閉じた。これを

もって戦国時代の終焉と考えられている。豊臣方から見れば「小田原攻め」（小田原征伐）、北条方から見

れば「小田原合戦」である。本計画は北条氏の本拠地だった小田原城跡に関するものなので、基本的に「小

田原合戦」を用いる。

■ 「史蹟」 と 「史跡」 （「しせき」 と 「しせき」）

「史蹟」「史跡」とは、歴史上の出来事にゆかりのある場所という一般的な意味ではなく、本計画では

あくまで、国が指定した「史蹟」「史跡」の意味で用いる。県や市が指定した場合は、「県（指定）史跡」「市

（指定）史跡」などと表記される。

文化財保護法第 109 条において、「記念物のうち重要なものを史跡に指定することができる」とし、「特

別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」では、史跡について、「我が国の歴史の正しい

理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値あるもの」

と規定している。

大正 8 年（1919）に制定された「史
しせき

蹟名
めいしょう

勝天
てんねん

然紀
きねんぶつ

念物保
ほぞんほう

存法」の規定により指定されたものを「史蹟」、昭

和 24 年（1949）に制定された「文
ぶんか

化財
ざい

保
ほ ご ほ う

護法」の規定により指定されたものを「史跡」という。なお、「史蹟」

は、指定解除されたものを除き、戦後の文化財保護法の「史跡」に引き継がれたため、現在は「史跡」と表記

されている。

本計画では、戦前の昭和 13 年（1938）に史蹟名勝天然紀念物保存法によって、小田原城跡が指定された

ことを述べる場合には、「史蹟」を用いた。
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■史跡小田原城跡 （しせきおだわらじょうあと）

史跡の指定名称。昭和 13 年（1938）8 月 8 日に、史蹟名勝天然記念物保存法によって国の史蹟に指定さ

れた際は、「史蹟小田原城阯
あと

」として官報告示されている。ちなみにこの時の所在地は、足
あしがらしもぐん

柄下郡小田原

町
まち

と足柄村。

戦後、「阯」は、同じ読みと意味を持つ「跡」を使うことになり、戦後の表記や、文化財保護法による史跡

の追加指定では、「史跡小田原城跡
あと

」と記載されることになった。

小田原城跡（約 400 ㏊）のうち、令和 3 年（2021）3 月 31 日現在、約 30 ㏊ (303,298.14 ㎡）が史跡に指定さ

れている。

■北条氏 （ほうじょうし）

戦国時代末、15 世紀末～ 16 世紀末の約 100 年にわたり小田原城を本拠地として関東諸国を支配した、

伊勢宗瑞（北
ほうじょう

条早
そう

雲
うん

）を始祖とし、氏
うじ

綱
つな

・氏
うじ

康
やす

・氏政・氏直と続く「北条五代」やその一
いちぞく

族である。2 代氏綱か

ら、「北条」と名乗るようになった。鎌倉幕府の執
しっけん

権を務めた北条氏と区別するため、「後
ご

北
ほうじょう

条氏」や「小

田原北条氏」とも呼ばれるが、本計画では「北条氏」を用いる。

■ 「北条早雲」 と 「伊勢宗瑞」 （「ほうじょうそううん」 と 「いせそうずい」）

 「北条早雲」は北条五代の初代で、「戦国大名の先駆け」と教科書などでも記載されることが多い。近

年の研究で、室町幕府政
まんどころ

所執
しつじ

事を世襲した「伊勢氏」の一族で、幕府の申
もうしつぎしゅう

次衆・奉
ほうこうしゅう

公衆を務めていた「伊勢

新
しん

九
く

郎
ろう

盛
もりとき

時」であったことが明らかとなった（黒田 2018 ほか）。入道（出家）してから「早雲庵
あん

宗瑞」「宗瑞」

と自ら記している。

本計画では、「伊勢宗瑞（北条早雲）」を用いる。

■ 「天守」 と 「天守閣」 （「てんしゅ」 と 「てんしゅかく」）

市では、江戸時代に本丸にあった木造のものや、その模型について「天守」と表記し、昭和 35 年（1960）に

鉄筋コンクリートで復興されたものを「天守閣」と表記している。

【その他】

■史跡指定地の公有地化 （しせきしていちのこうゆうちか）

所有者の申し出や了承を得た上で、史跡指定地の民有地を自治体が買取りすること、寄付をうけるこ

とを、一般的には「公有化」「公有地化」と言う。

■白地 （しろち）

公図上で地番が付されておらず登記もない国有地を指す。現在は、市に譲与されているものが多い。

このほか、史跡小田原城跡では、公図上に地番が付されているが登記のない国有地（二の丸東堀などの小

田原城址公園を囲む堀）もあり、本計画では、これも白地に含めた。
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第１章　保存活用計画の沿革と目的

第１章　保存活用計画の沿革と目的　　　　　　　　　　　　　　

■ 1-1　計画策定の沿革

小田原城の歴史は、大森氏が城主となる 15 世紀に始まる。その後、16 世紀初頭以後は伊

勢宗瑞（北条早雲）を始祖とする戦国大名北条氏の居
きょじょう

城となり、以後氏綱・氏康・氏政・氏直

と続く、いわゆる「北条五代」が関東一円に勢力を及ぼす拠点として拡大・発展した。そし

て、戦国の世の終わりを告げる豊臣秀吉の「小田原攻め」（「小田原合戦」）の際には、城を大

きく囲む全長 9km に及ぶ長大な防衛線「総構」を持つ、当時の我が国最大級の城郭を完成さ

せた。戦の結果、北条氏が敗れ、城は豊臣方に引き渡されたが、「総構」の範囲は、近
きんせい

世小田

原城とその範囲を規定する「府内」として引き継がれ、さらにその範囲は、近代以後の小田

原のまちの基盤として継承され、今日に至っている。

江戸時代の小田原城は、江戸幕府を支える幕閣クラスの譜代大名（大久保・阿
あ べ

部・稲
い な ば

葉氏）

の居城となり、江戸の西の守りを担う近世城郭として再整備された。その城下は「箱
は こ ね

根八
はち

里
り

」の東側の起点となる東海道の宿場町「小田原宿」として交通の要衝を担うなど、小田原

城は幕末まで江戸幕府を支える重要な役割を担った。

明治に入ると小田原城は廃城となり、天守などの城内建物の解体・撤去と「小田原御
ご よ う

用

邸
てい

」の設置、鉄道による開削、関東大震災での石垣等の崩壊、堀の埋め立てと宅地化など、近

代化の波に飲まれていった。戦後は、本丸・二の丸周辺の「小田原城
じょうし

址公園」化と学校や市

役所庁舎をはじめとする公共施設の立地、そして市街地化の進行で、城をめぐる景観も大

きく変化した。しかし、総構の土
ど る い

塁や堀、本丸・二の丸の曲輪など、戦国時代から江戸時代

にかけての基本的な縄
なわばり

張・曲
くる

輪
わ

・遺構は、まちの中に比較的良好な状態で保存されていた。

このことは、「小田原保
ほしょうかい

勝会」など、戦前からの小田原城跡の保存に関する地元の人々の

熱意や活動、そして識者を交えた官民の尽力の賜
たまもの

物である。その取組みは、昭和 13 年（1938）

の第 1 次史跡指定に結び付いた。戦後も、「小田原城郭研究会」に代表される小田原城跡の

保存に関する地元の人々の活動は続き、これらに小田原市側の施策（文化財保護課の設置

・専門職員の採用等）による相乗効果が加わり、順次史跡の追加指定が行われた。小田原城

跡では、平成 30 年（2018）までに計 12 次の史跡指定・追加指定が行われ、史跡指定地は東西

約 3km、南北約 2km の範囲に広がり、指定面積は 30 万㎡を超えている。

小田原城跡の史跡指定地は広範囲に及び、小田原駅に近く天守閣などの位置する小田原

城址公園とその周辺、小田原城址公園から線路を挟んで西側の丘
きゅうりょう

陵部にあり県立小田原高

等学校（以下「小田原高校」。）付近に位置する八
はちまんやま

幡山古
こ

郭
かく

付近はある程度まとまった面積が

あるものの、小田原城跡を囲む総構は、線状・飛び石状の指定であり、その他の指定地もス

ポット状に点在している。

そのため、これまでは小田原城址公園を中心とする「本丸・二の丸地区」と、「八幡山古郭

・総構地区」などの本丸・二の丸以外の地区に二分して史跡の保存・活用・整備の方針・計画
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を立てていた。

本丸・二の丸地区については、保存と整備を主眼に計画を立ててきた。昭和 45 年（1970）

に常
と き わ

盤木
ぎ

門
もん

が再建された際に、動物園・小田原市役所庁舎等の城跡と関わりのない施設の

移転について、文化庁より早急に具体的な方策を講じることが求められ、市民を交えて計

画の協議、検討が行われた。この成果は、昭和 57 年（1982）策定の『史跡小田原城跡整備の

理念と方針』に集約され、「史跡環境にそぐわない施設」の段階的移転の方針を決定した。

さらに平成 5 年 (1993) 策定の『史跡小田原城跡本丸・二の丸整備基本構想』では、より具

体的な史跡の保存・活用・整備の方向性を示し、平成 18 年（2006）に追加検討事項として植栽

に関する事項などを加えた。しかし、近年、御用米曲輪の整備の進展や天守閣の耐震化な

ども行われたこと、また小田原城址公園北側隣接地の「弁
べ ざ い て ん

財天曲輪」付近（通称「城内地区」）

の市による史跡指定地の民有地買取り等の進展など、新たに考慮すべき要素も増え、構想

の抜本的な改定が望まれていた。さらに本丸・二の丸地区に隣接する、「近世三の丸」の史

跡指定地（大手口門北側櫓
やぐら

台
だい

跡・幸田口門土塁など）についての記載がなく、不十分なもの

であった。

八幡山古郭・総構など、本丸・二の丸地区以外の地区については、保存と活用を主眼に計

画を立ててきた。昭和 51(1976) 年に『史跡小田原城址保存管理計画策定報告書』、昭和 55

年（1980）に『史跡小田原城跡保存管理計画策定報告書（二）小田原城八幡山遺構群』を、小田

原城郭研究会の協力を得て作成した。

つづいて、この 2 編の保存管理計画を基本とし、総構や八幡山古郭（東曲輪）、新堀土塁の

旧アジアセンターでの史跡の追加指定（第 7 次指定まで）を踏まえ、平成 22 年（2010）に『史

跡小田原城跡八幡山古郭・総構保存管理計画策定報告書』を策定した。しかし、この計画の

策定後、5 次に及ぶ追加指定があり、その多くが、八幡山古郭と総構であったことから、改

定の必要性が生じていた。

さらに、史跡をめぐる状況も大きく変化している。例えば、百
ひゃくしょう

姓曲輪は、宅地造成に伴い

発掘調査を実施したところ、史跡指定に値する堀や基壇状の高まりなど、戦国時代の遺構

や曲輪の姿が良好な保存状態で確認され、史跡に追加指定されるなどの成果があった。百

姓曲輪は、周知の埋蔵文化財包蔵地（いわゆる「遺跡範囲」）ではあったが、ここまでの成果

は予見できなかった。このことから、小田原城跡内の遺跡範囲内では、今後突発的に史跡

指定に値する発見がありうるということが認識されたのである。

また、周知の埋蔵文化財包蔵地外でも、市街地化の進行の中で消滅したと思われていた

海岸線沿いの総構や幕末の台場跡（砲台跡）について、地籍図上にその痕跡を確認できるこ

とが分かり、さらに現地には一部総構の土塁が残っている場所があることも確認できた。

これらのことから、総構の中なら何処でも史跡になり得る可能性があることを示唆して

いる。また、総構の外にある、「小田原合戦」に関連する遺跡の中にも、将来の史跡指定の

可能性がある遺跡が存在することも判明してきた。

加えて、既存の史跡指定地については、年月の経過とともに第 1 次指定地の 202 筆が現
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在 300 筆を超える筆数となった。さらに史跡指定・追加指定が 12 次に及んだことから指定

地の総筆数が 500 筆を超え、指定地の所有者も当初から変遷している状況となった。

このほか、御
ご

用
よう

米
まい

曲輪の発掘調査で戦国時代の庭園跡等の遺構が発見されたことなどの

調査研究の進展によって、「本丸・二の丸地区が江戸時代」「総構・八幡山古郭などが戦国時

代」という、地区分けと年代分けが一致するという従来の定説が覆される状況も発生した。

以上のことから、小田原市では、平成 30 年度から 3 ヵ年をかけ、史跡小田原城跡全体を包

括した総合的な保存活用計画を策定し、将来の史跡の保存・活用に万全を期すこととした。 

　さらに、人口減少という社会的情勢の中で、地域社会総がかりで文化財の保存・活用に取

り組む必要があるとの認識のもと、平成 31 年（2019）4 月 1 日より改正文化財保護法が施行

され、史跡の保存活用計画が法定計画として位置付けられることになったことから、小田

原市では本計画をもって法定計画と位置付けることとした。

 

■ 1-2　計画の目的

本計画策定の目的は、以下のとおりである。

（1）改正文化財保護法に則した法定計画として、史跡小田原城跡の保存活用計画を作成す

る。

（2）地区別ではなく、史跡小田原城跡全体を包括した総合的な保存活用計画とする。

（3）変遷した史跡指定地の地番を明らかにし、指定地の位置とともに本計画に明示する。

（4）史跡指定地だけでなく、総構に囲まれる小田原城跡全体（周知の埋蔵文化財包蔵地外

も含む）や、総構の外にある「小田原合戦」に関連する遺跡についても取り扱い、史

跡に値する発見があった場合、速やかに保存措置が図れるよう計画を定める。

（5）史跡小田原城跡の本質的価値をあらためて明らかにし、その価値を次代に確実に伝え、

活用していくための方針を示す。

■ 1-3　計画対象範囲

今回の保存活用計画策定で取り扱う範囲を以下の①～④に示す。

①史跡指定地（535 筆　303,298.14 ㎡）　＊このほかに白地が含まれる

②史跡指定地の近くにあり、今後、史跡追加指定や公有地化を検討する必要がある地域

③総構の中にあり、①②以外の地域（周知の埋蔵文化財包蔵地外も含む）

④総構の外にある「小田原合戦」関係の砦・陣所・屋敷等のうち、小田原市内に位置す

る代表的なもの
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①②は、本計画で主として取り扱う地域である。

③は、総構に囲まれる小田原城跡の全体のうち、①②を除く範囲である。江戸時代の 19

町 1 村で構成された「府内」の範囲とも同義であり、城郭施設のある場所、それを囲む武家

屋敷、町人地、寺社地、宿場町（小田原宿）などを内包する。また、周知の埋蔵文化財包蔵地

のほか、包蔵地外の場所も含む。ここには、海岸線の総構のように、土塁の一部が残ってい

る場所、堀や土塁などが、地籍図上明らかに認められる場所があり、将来的に史跡追加指定

等を検討する必要がある。

④は、「小田原合戦」に関係する陣場・屋敷等のうち、小田原市内に位置する代表的なも

のであり、一部、周知の埋蔵文化財包蔵地外のものも含む。特に、富
ふ じ

士山
やま

陣
じん

場
ば

や今井陣場は、

現況で遺構や地形の残りが良く、地籍図上もその範囲が明瞭であるため、将来、史跡指定等

を検討する遺跡として取り扱うこととする。

写真 1-1　小田原城跡の空中写真 （1947 年 10 月 2 日米軍撮影 R242- № 1 を加工）
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N

0 500ｍ

対象エリア

国史跡指定地

公有地（国・県・市）

史跡指定地外

はちまんやま こかくひがしくるわ

八幡山古郭東曲輪
はちまんやま こかくひがしくるわ

八幡山古郭東曲輪

こ みね お かね の だいおおほりきり

小峯御鐘ノ台大堀切
こ みね お かね の だいおおほりきり

小峯御鐘ノ台大堀切

しんほりど る い

新堀土塁
(旧アジアセンター)

しんほりど る い

新堀土塁
(旧アジアセンター)

そうがまえ はやかわぐち い こ う

総構 早川口遺構
そうがまえ はやかわぐち い こ う

総構 早川口遺構

そうろうかくどるい

滄浪閣土塁

さ ん の ま る ち く

三の丸地区

え ど ぐち み つ け

江戸口見附
え ど ぐち み つ け

江戸口見附

い ま い じ ん ば

今井陣場
い ま い じ ん ば

今井陣場

ふ じ や ま じ ん ば

富士山陣場
ふ じ や ま じ ん ば

富士山陣場

しろしたはりだし

城下張出
しろしたはりだし

城下張出

ひゃくしょうく る わ

百姓曲輪
ひゃくしょうく る わ

百姓曲輪
いなりもり

稲荷森
いなりもり

稲荷森

やま の かみほりきり

山ノ神堀切
やま の かみほりきり

山ノ神堀切

せいかんていど る い

清閑亭土塁
せいかんていど る い

清閑亭土塁

はちまんやまこかく

八幡山古郭

ほんまる　　にのまる

本丸・二の丸

図 1-1　史跡小田原城跡保存活用計画主要対象範囲　　　　　　　

5・6
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■ 1-4　策定部会の設置

本計画策定にあたり、「史跡小田原城跡調査・整備委員会規則」を改正し、「史跡小田原城

跡調査・整備委員会」（以下「調査・整備委員会」。）の下に、「史跡小田原城跡保存活用計画策

定部会」（以下「策定部会」。）を設置した。策定部会では、事務局（小田原市文化部文化財課

史跡整備係）が用意した保存活用計画（案）について、内容協議を行い、専門的な立場から指

導助言を受けた。

○史跡小田原城跡調査・整備委員会規則

（平成２５年３月２９日教育委員会規則第３号）

（趣旨）

第１条　この規則は、小田原市附属機関設置条例（昭和５４年小田原市条例第１号）第２条

の規定に基づき設置された史跡小田原城跡調査・整備委員会（以下「委員会」という。）の組織、

運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条　委員会は、史跡小田原城跡の整備に関する事項につき、小田原市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、及び必要と認める事項

について意見を具申するものとする。

（委員）

第３条　委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委

嘱する。

(1)　学識経験者

(2)　小田原市文化財保護委員会（小田原市附属機関設置条例第２条の規定に基づき設置され

た小田原市文化財保護委員会をいう。）の委員

(3)　前２号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

２　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

３　委員は、再任されることができる。

（専門委員）

第４条　委員会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くこと

２　専門委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1)　学識経験者

(2)　公募市民

(3)　前２号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

３　専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解嘱されるものとする

（委員長及び副委員長）
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第５条　委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。

２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。

４　委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

（部会）

第６条　委員会に、史跡小田原城跡保存活用計画策定部会（以下「部会」という。）を置く。

２　部会が処理する事項は、委員会の所掌事務のうち、史跡小田原城跡保存活用計画の策定

に関する事項とする。

３　部会に属すべき委員（以下この条において「部会員」という。）は、委員及び専門委員の

うちから委員長が指名する。

４　部会員の数は、９人以内とする。

５　部会に部会長及び副部会長１人を置き、部会員の互選により選任する。

６　部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査審議の経過及び結果を委員会に報告

しなければならない。

７　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。

（会議）

第７条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２　委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３　委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

４　前３項の規定は、部会の議事に準用する。

（関係者の出席等）

第８条　委員会又は部会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のあ

る者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

第９条　委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また同様とする。

（庶務）

第１０条　委員会及び部会の事務は、文化部文化財課において処理する。

（委任）

第１１条　この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。

附　則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附　則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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●史跡小田原城跡調査 ・ 整備委員会

氏名 職業等 専門

小
お わ だ

和田 哲
てつ

 男
お

静岡大学名誉教授（委員長） 日本中世史

小
おがさわら

笠原   清
きよし

報徳博物館館長（副委員長：平成 30 年度） 城郭

浅
あさ

 倉
くら

　直
なお

 美
み

埼玉県文化財保護審議会委員 日本中世史

岡
おか

 本
もと

　孝
たか

 之
ゆき

神奈川県考古学会会長 考古学

小
お

 沢
ざわ

　朝
あさ

 江
え

東海大学教授 建築史

小
こ

 出
いで

　和
かず

 郎
お

株式会社都市環境研究所代表取締役所長 都市工学

田
た

 中
なか

　哲
てつ

 雄
お

日本城郭研究センター名誉館長 造園

宮
みや

 内
うち

　泰
やす

 之
ゆき

恵泉女子大学准教授 庭園植栽・景観

伊
い

 藤
とう

　正
まさ

 義
よし

元鶴見大学教授（副委員長：令和元・2年度） 日本中世史

亀
かめ

 井
い

　伸
のぶ

 雄
お

東京文化財研究所長 建築史

杉
すぎ

 本
もと

　史
ふみ

 子
こ

東京大学史料編纂所教授 日本近世史

佐
さ

 藤
とう

　正
まさ

 知
とも

元文化庁記念物課史跡部門主任文化財調査官 日本古代史

●史跡小田原城跡保存活用計画策定部会

氏名 職業等 選出元（専門等）

小
おがさわら

笠原   清
きよし

報徳博物館館長 調査・整備委員会（城郭）

小
お

 沢
ざわ

　朝
あさ

 江
え

東海大学教授 調査・整備委員会（建築史）

宮
みや

 内
うち

　泰
やす

 之
ゆき

恵泉女子大学准教授 調査・整備委員会（庭園植栽・景観）

伊
い

 藤
とう

　正
まさ

 義
よし

元鶴見大学教授（部会長） 調査・整備委員会（日本中世史）

佐
さ

 藤
とう

　正
まさ

 知
とも 元文化庁記念物課史跡部門主任文化財

調査官
調査・整備委員会（日本古代史）

冨
とみ

 田
た

　　 改
かい

株式会社湘南グリーンサービス相談役 専門委員（造園・樹木保護）

木
き

 村
むら

　秀
ひで

 昭
あき 小田原市自治会総連合会会長

（副部会長）
専門委員（市民）

高
たか

 村
むら

　完
かん

 二
じ 一般社団法人小田原市観光協会　

ＤＭＯ推進マネージャー
専門委員（市民）

堀
ほりいけ

池　衡
こう

太
た ろ う

郎 ＮＰＯ法人小田原ガイド協会会長 専門委員（市民）

●オブザーバー

機関 役職　氏名

文化庁文化財第二課史跡部門 文化財調査官　　　 浅
あさ

 野
の

　啓
けい

 介
すけ

神奈川県教育委員会教育局生涯学習部

文化遺産課調整・世界遺産登録推進グループ

グループリーダー　 谷
たに

 口
ぐち

　  肇
はじめ

主任主事　　　　　 有
あり

 吉
よし

　俊
とし

 憲
のり
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●小田原市関係部署

企画部企画政策課　　　　　　　　　　都市部都市計画課

経済部観光課　　　　　　　　　　　　都市部まちづくり交通課

経済部小田原城総合管理事務所　　　　建設部みどり公園課

 

●事務局

小田原市文化部文化財課史跡整備係

●経過

①史跡小田原城跡調査 ・ 整備委員会

回次・日時・会場 内容

1 平成 30 年度第 1回調査・整備委員会

日時：平成 30 年（2018） 8 月 2日（木）

会場：小田原市役所 4階議会会議室

・教育委員会より保存活用の策定の諮問

・保存活用計画策定部会員選任等

2 平成 30 年度第 2回調査・整備委員会

日時：平成 30 年（2019）12月 25 日（火）

会場：小田原市市民交流センター UMECO 会議室 7
・作業状況報告

3 平成 30 年度第 3回調査・整備委員会

日時：平成 31 年（2019） 3 月 26 日（火）

会場：小田原市市民交流センター UMECO 会議室 2
・作業状況報告

4 令和元年度第 1回調査・整備委員会

日時：令和元年（2019） 8 月 9 日（金）

会場：小田原市役所 4階議会会議室
・作業状況確認

5 令和元年度第 2回調査・整備委員会

日時：令和 2年（2020） 3 月 17 日（火）

会場：小田原市郷土文化会館会議室
・作業状況確認

6 令和 2年度第 1回調査・整備委員会

日時：令和 2年（2020） 7 月 16 日（木）

会場：小田原市生涯学習センター「けやき」

・作業状況確認

・パブリックコメント等実施要領報告

7 パブリックコメント実施前の調査・整備委員会正副委員長会議

日時：令和 2年（2020）11 月 19 日（木）

会場：小田原市役所 5階教育委員室

・パブリックコメント実施前の保存活用計画

（本編・概要版）の確認・承認等

8 令和 2年度第 2回調査・整備委員会にかえて正副委員長により計画策定答申

日時：令和 3年（2021）２月 17 日（水）

会場：小田原市役所 5階教育長室
・教育委員会（教育長）への保存活用計画策定の答申
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②史跡小田原城跡保存活用計画策定部会

回次・日時・会場 内容

1 平成 30 年度第１回策定部会

日時：平成 30 年（2018） 8 月 2日（木）

会場：小田原市役所 4階議会会議室

史跡小田原城跡

・委嘱状交付、部会長・副部会長選出

・保存活用計画策定事業の概要について

・保存活用計画の全体構成とスケジュール

・現地調査

2 平成 30 年度第 2回策定部会

日時：平成 31 年（2019） 2月 15 日（金）

会場：小田原市役所 6階 601 会議室

史跡小田原城跡

・地形図確認

・素案提示

・現地調査

3 令和元年度第１回策定部会

日時：令和元年（2019） 6 月 17 日（月）

会場：小田原市生涯学習センター「けやき」

2階大会議室

・素案第 1章～第 3章冒頭協議

4 令和元年度第 2回策定部会

日時：令和元年（2019）11月 1日（金）

会場：おだわら市民交流センター UMECO

1 階会議室 7

・素案第 3章～第 6章協議

5 令和元年度第 3回策定部会にかえて個別協議

日時：令和元年（2019） 3 月 19 日（木）、

23 日（月）、24 日（火）

会場：小田原市役所

・素案のテーマに個別指導

6 令和 2年度第１回策定部会

日時：令和 2年（2020） 7 月 16 日（木）

会場：小田原市生涯学習センター「けやき」

・素案修正版確認

・パブリックコメント等実施要領報告

7 パブリックコメント実施前の策定部会長による内容確認

日時：令和 2年（2020）11 月 19 日（木）

会場：小田原市役所 5階教育委員室

・パブリックコメント実施前の保存活用計画

（本編・概要版）の内容確認等

8 令和 2年度第 2回策定部会にかえて策定部会長による内容最終確認

日時：令和 3年（2021）2月 17 日（水）

会場：小田原市役所 5階文化部打合せスペース①

・パブリックコメント実施結果等報告

・保存活用計画内容最終確認等

➂パブリックコメント

実施期間　令和 2 年（2020）12 月 15 日（火）～令和 3 年（2021）1 月 13 日（水）
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■ 1- ５　他の計画との関係

◆ 1-5- （1）　本計画の位置付け

本計画は、図 1-2 のとおり平成 29 年（2017）3 月に策定された第 5 次小田原市総合計画「お

だわら TRY プラン」（後期基本計画）に則したものとして策定した。また、市が定める各種

関連計画とも整合を図り、連携がとれるように配慮した。

◆ 1-5- （2）　小田原市総合計画との関係

「おだわら TRY プラン」（後期基本計画）は、目標年次を令和 4 年（2022）度と定めた小田原

市の最上位計画であり、行政運営の基本、総合的指針を示している。この中で定める 4 つ

のまちづくりの目標のうちの一つ「希望と活力あふれる小田原」に示す施策、「17 観光まち

づくりの推進」「20 歴史資産の保存と活用」が、本計画に関係する。

「17 観光まちづくりの推進」では、史跡と緑の共生に配慮した小田原城及び小田原城址公

園の管理、整備と活用を図ることとし、「20 歴史資産の保存と活用」では、本丸・二の丸の整

備と、八幡山古郭・総構の保存、整備活用などを詳細施策として示している。本計画は、こ

れらの趣旨に則し策定した。

◆ 1-5- （3）　関連計画との関係

市の関連計画には、文化振興・文化財関係計画やその他の関連計画があり、本計画は、こ

れらの計画との整合を図り、連携がとれるよう配慮した。

＜文化振興 ・ 文化財関係計画＞

小田原市文化振興ビジョン 平成 24 年策定。 市が取り組むべき文化振興の指針

小田原市博物館基本構想 平成 29 年策定。 本市にふさわしい博物館のあり方を示す構想

小田原市歴史的風致維持向上計画
（第２期）

令和 3 年策定。 維持 ・ 向上すべき歴史的風致の基本方針などを定めた

国の認定計画

＜その他の関連計画＞ （主なもの）

小田原市景観計画 平成 21 年施行。 景観法に基づく良好な景観形成のための計画

小田原市都市計画マスタープラン 平成 23 年改訂。 まちづくりの将来ビジョンを定めた計画等

小田原市地域経済振興戦略ビジョン 平成 24 年策定。 小田原市の地域経済の経営理念

小田原市観光戦略ビジョン 平成 28 年策定。 市の観光振興計画

小田原市森林整備計画 平成 30 年策定。 森林整備の基本的な考え方を定めた計画

小田原市農業振興計画 令和 3 年策定。 農業振興地域内の優良農地の確保等を定めた計画

小田原市緑の基本計画 令和 3 年改訂。 都市緑地法に基づく緑地保全 ・ 緑化推進の基本計画

小田原市地域防災計画 令和 2 年改訂。
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■ 1- ６　計画の周知及び見直し

この計画は、令和 3 年（2021）4 月 1 日より施行する。

計画の実施にあたり、小田原市は、史跡指定地の地権者・占有者をはじめとする関係者、

関係機関、関係部署等への周知に努める。

また、本計画は、令和 3 年（2021）3 月までの状況を基準に策定している。そのため、その

時点までに見出された史跡の本質的価値を守り、次世代に確実に伝え、そして活用を図る

ことを目的としている。

しかしながら、将来的な史跡を取り巻く社会情勢の変化や、調査・研究の進展により史跡

の追加指定が重ねられ史跡指定地が広がった場合や、史跡の新たな価値が見出された場合

等には、必要に応じて見直しを図る。

その際には、関係者等との協議をもち、合意に基づいて計画の見直しを進める。

＜総合計画＞

おだわら TRY プラン （第 5 次小田原市総合計画 ・ 後期基本計画）

史跡小田原城跡

保存活用計画

（本計画）

＜史跡保存活用関係計画＞

＜関連計画＞

則す

連携

整合

廃止　 集約

【文化振興 ・ 文化財関係関連計画】

　小田原市文化振興ビジョン

　小田原市博物館基本構想

　小田原市歴史的風致維持向上計画 （第 2 期）

【その他の関連計画 （主なもの）】

　小田原市景観計画

　小田原市都市計画マスタープラン

　小田原市地域経済振興戦略ビジョン

　小田原市観光戦略ビジョン

　小田原市森林整備計画

　小田原市農業振興計画

　小田原市緑の基本計画

　小田原市地域防災計画

【本丸 ・ 二の丸関係】

　史跡小田原城跡整備の理念と方針

　史跡小田原城跡本丸 ・ 二の丸
　整備基本構想

【八幡山古郭 ・ 総構】

　史跡小田原城跡八幡山古郭
　・ 総構保存管理計画

図 1-2　保存活用計画の位置付け




